
 

 

 

 

 

 

 

固定資産税・都市計画税の納税通知書の誤送付について  

 

１  概要  

  この度、本市の固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付に際し、口

座振替用を送付すべき方の一部について、誤って一般用（納付書払い用）

の納税通知書を送付していたことが判明いたしました。  

 

２  原因  

  鎌倉市に土地・家屋等をお持ちで固定資産税・都市計画税が課税された

方で納税の方法を口座振替としていた場合、市外から鎌倉市へ転入され

た際には、従前ご利用の振替口座を使用させていただくこととして事務

を行っているところです。  

  この度、これに該当する方について、市で所定の口座振替の継続手続き

の処理期限を誤り、その結果、納税通知書を一般用の納税通知書として

作成し、送付したものです。  

 

３  対象者  

  １４６件  

 

４  今後の対応  

  対象となる方にお詫びの文書を送付し、納付書でお支払いにならないよ

う注意喚起を行います。  

  併せて、事務の関連性について常に意識し、確認を怠ることのないよう

職員へ周知するとともに一連の作業についての見直しを行い、再発防止に

努めてまいります。    
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